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口
閣
閣
口

三
．
分
限
帳

十
月
二
日
j
十
月
三
十

一
日

十

一
月
六
日
j
十
二
月
五
日

四
．
古
城
記

・
合
戦
記

一
月
八
日
j

二
月
六
日

一
一
月
十
九
日
j
三
月
十
九
日

－
分
限
帳

「
分
限
」
と
は
、
身
分

・
地
位

・
財
産
を
意
味
し
、
「
分
限

帳
」
（
ぶ
ん
げ
ん
ち
ょ
う
、
ぶ
げ
ん
ち
ょ
う
）
と
は
、
江
戸
時

代
の
大
名
家
臣
の
名
前

・
禄
高

・
地
位
な
ど
を
記
載
し
た
帳

簿
の
こ
と
で
す
。
侍
帳

・
家
中
帳
な
ど
と
も
よ
ば
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
の
大
名
家
臣
団
は
、
大
名
を
指
揮
官
と
す
る
軍

事
集
団
と
い
う
性
格
を
本
来
も
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
分
限

帳
も
、
大
名
指
揮
下
の
部
隊
編
成
の
帳
簿
と
い
う
特
性
が
、

江
戸
時
代
で
も
早
い
時
期
ほ
ど
強
く
現
れ
て
い
ま
す
。

『松
平
忠
士
口
分
限
帳
」
を
例
に
と
っ
て
、
少
し
詳
し
く
説
明

し
ま
し
ょ
う
。
松
平
忠
吉
（

一
五
六
一

i

二ハ
O
七
）
は
、

徳
川
家
康
の
四
男
で
、
東
条
松
平
家
を
相
続
し
、
武
蔵
忍
城

主
一

O
万
石
か
ら
、
関
ヶ
原
戦
後
に
は
尾
張
清
須
城
主
と
な

り
ま
し
た
。
知
多
郡

・
海
西
郡
な
ど
を
除
く
尾
張
の
大
半
を

領
有
す
る
大
大
名
と
な
り
ま
し
た
か
ら
、
旧
来
の
家
臣
に
加

増
し
た
り
、
新
規
に
家
臣
を
採
用
し
た
結
果
、
慶
長
八

・九

年

三

六

O
三

・
四
）
ご
ろ
に
忠
士口
分
限
帳

〈甲
〉
が
作
成

さ
れ
ま
し
た
。

忠
吉
分
限
帳

〈甲
〉
に
よ
れ
ば
、
家
老
小
笠
原
和
泉
守
士
ロ

次
以
下
の
組
頭
（
侍
大
将
）
た
ち
が
、
騎
乗
の
武
士
で
あ
る

家
中
（
侍
）
組
ご
ニ
組
を
率
い
て
い
ま
す
。
大
名
の
親
衛
隊

と
し
て
は
、
小
姓
衆
や
馬
廻
（
旗
本
）
組
六
組
が
編
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
忠
士
口
分
限
帳

〈申
〉
で
は
明
確
で
は
あ
り

。忠吉分限帳 〈甲〉

組名 （知行］収人数）

小笠！Jimυ~~守組 （ 91) 
（不祥）

小笠原監物組 （61) 
（忍）

T.¥"i]dl波守組 （48)
（甚）

阿部河内守組 （26) 
（忍）

松チ｜石見守組（ 9) 
（甚）

興i半文右衛門組（ 26)
（忍 ・消須）

奥山大！能組（ 15) 
（忍）

松王Iι摂i事守秘（ 11 ) 
（甚）

小笠IJR-fft~y守組 （ 9) 
（忍 .il'f須）

小笠原土佐守組 （11 ) 
（忍・；rr須）

高木内！腕組 （13) 

（忍）
7~＼·ノk孫TIT組（ 15) 

（忍）
寺西藤左衛門組 （19) 

（忍）
尾？長組（ 22) 
小担U'f.t(70) 
xi;;廻大道寺玄務組 （22) 

(ij杉頁）
松井六左衛門組（ 30)
（忍 .il’t須）

伊予告左門組 （26)

（甚）
1JlliJi長太f!ll左衛門組（ 24) 
（忍 iMfO

奥平八郎左衛門組（ 24) 
(il'f須）

阿部長七組（ 14) 
（忍 .irf須）

千年合主役 (87) 
弓衆（ 21) 
台所衆（ 5) 
留守居役（ 16) 
（騰仰衆以下目指）

/B{:l:J也日lJ
（甚） 益太郎衆
（忍） 忍新参衆
(il'f須）il'f須新参衆

ま
せ
ん
が
、
物
頭
（
忠
吉
分
限
帳

〈乙
〉
で
は
寄
合
組
に
該

当
す
る
）
た
ち
が
、
鉄
砲

・
槍

・
弓
な
ど
の
足
軽
組
を
率
い

て
い
ま
し
た
（
表
参
照
）。

慶
長
十

一
年
に
知
多
郡

一
O
万
石
が
忠
吉
に
加
増
さ
れ

て
、
再
び
家
臣
の
加
増
や
新
規
採
用
が
さ
れ
た
結
果
、
翌
十

二
年
に
忠
吉
分
限
帳
〈
乙
〉
が
作
成
さ
れ
、
新
し
い
部
隊
編

成
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
分
限
帳
に
は
家
臣
の
名
前

・
地
位

に
加
え
て
禄
高
を
必
ず
記
し
て
い
る
の
は
、
家
臣
た
ち
は
そ

の
禄
高
に
応
じ
た
軍
役
人
数
を
率
い
て
参
陣
す
る
義
務
が
あ

っ
た
か
ら
で
す
。
大
名
の
場
合
も
問
機
で
、
領
有
す
る
石
高

に
相
応
す
る
軍
勢
を
幕
府
の
た
め
に
用
意
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
た
諸
部
隊
に
編
成
さ
れ
た
家
臣
団
（
番
方
）
に
対

し
て
、
勘
定
奉
行
な
ど
の
行
政
担
当
の
家
臣
（
役
方
）
に
つ

い
て
は
、
忠
吉
分
限
帳

〈甲
〉
で
は
ほ
と
ん
ど
み
え
ず
、
忠

吉
分
限
帳
〈
乙
〉
で
も
末
尾
に
付
記
さ
れ
る
程
度
で
、
部
隊

編
成
簿
と
し
て
の
性
格
が
強
く
み
ら
れ
ま
す
。

部
隊
編
成
の
帳
簿
と
し
て
は
、
す
で
に
鎌
倉
幕
府
や
室
町

幕
府
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
「
番
帳
」
が
あ
り
ま
す
。
交
替

毒《

S五

」ー 中

で
将
軍
の
身
辺
に
詰
め
た
り
、
外
出
に
供
奉
す
る
武
士
た
ち

（
番
衆
）
の
名
簿
で
す
。
一
五
世
紀
後
半
の
室
町
幕
府
の
番
帳

が
現
存
し
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
『在
陣
衆
着
到
』
は
、
九
代

将
軍
足
利
義
尚
が
長
享
元
年
（

一
四
八
七
）
に
近
江
六
角
氏

攻
め
に
出
陣
し
た
際
に
率
い
た
箪
勢
の
名
簿
と
し
て
注
目
さ

れ
ま
す
。

さ
て
、
慶
長
十
二
年
に
松
平
忠
吉
の
病
死
に
よ
り
、
弟
の

九
男
徳
川
義
直
が
甲
府
城
主
か
ら
移
っ
て
尾
張
滞
が
成
立
し

ま
す
。
蓬
左
文
庫
所
蔵
の
尾
張
藩
政
期
の
分
限
帳
は
一
六
件

（
『
蓬
左
』
四
五
、
尾
張
藩
士
分
限
帳

一
覧
参
照
）
を
数
え
ま

す
。一

八
世
紀
の
分
限
帳
が
欠
け
て
い
る
の
が
残
念
で
す
が
、

尾
張
藩
の
分
限
帳
の
変
遷
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

や
は
り
、
部
隊
編
成
の
帳
簿
的
な
性
格
が
、
平
時
が
長
く
続

く
こ
と
で
薄
れ
、
職
員
録
的
な
役
割
が
強
く
な
っ
て
き
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。
こ
と
に
、
検
索
に
便
利
な
「
い
ろ
は
」

別
の
分
限
帳
が
江
戸
時
代
後
期
に
多
く
作
成
さ
れ
、
家
臣
の

名
前

・
禄
高

・
役
職
の
ほ
か
に
屋
敷
（
居
所
）

・
菩
提
寺
な
ど

が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

部
隊
編
成
簿
や
職
員
録
と
い
う
目
的
の
ほ
か
に
、

馬

ーー廻

組l

同

同

｜可

ff,J 

同

2 

家
臣
に



領
地
を
配
分
す
る
た
め
の
台
帳
と
し
て
大
名
が
作
成
さ
せ
た

場
合
が
あ
り
ま
す
。
天
正
十
三
年

（一

五
八
五
）
に
、
尾
張

・

北
伊
勢
を
領
有
し
て
い
た
織
田
信
雄
（
信
長
二
男
）
は
、
前

年
の
小
牧

・
長
久
手
の
戦
い
が
原
因
と
な
っ
た
領
国
再
編
の

た
め
に
、
『織
田
信
雄
分
限
帳
』
を
作
成
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
分
限
帳
の
作
成
さ
れ
た
目
的
に
注
目
し
な
が
ら
、
分

限
帳
を
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
記
載
内
容
が

一
層
興
味

深
い
も
の
と
な
り
、
又
新
し
い
発
見
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
お
、
江
戸
幕
府
が
旗
本

・
御
家
人

・
同
心
な
ど
の
禄
高

や
経
歴
な
ど
を
書
き
上
げ
さ
せ
た
帳
簿
も
、
「
分
限
帳
」
と
よ

ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
公
的
な
名
簿
と
は
異
な
り
、
民
間
の
書

店
で
編
集
、
出
版
さ
れ
た
、
大
名
諸
家

・
幕
府
諸
役
人
の
名

E
’
か
ん

鑑
が
「
武
鑑
」
で
あ
り
、
毎
年
改
訂
版
が
出
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
「
武
鑑
」
に
な
ら

っ
て
、
京
都
の
公
家

の
名
鑑
で
あ
る
、
「
公
家
鑑
」
も
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
う
し
た
分
限
帳
の
盛
行
の
な
か
で
、
懐
古
趣
味
か

ら
、
源
頼
朝
や
豊
臣
秀
吉
の
分
限
帳
と
い

っ
た
架
空
の
分
限

帳
さ
え
作
成

・
流
布
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

。
古
城
記
・
合
戦
記

尾
張
務
士
天
野
信
景
と
い
え
ば
、
江
戸
時
代
中
期
の
代
表

的
な
学
者
で
、
そ
の
博
識
は
、
千
巻
に
お
よ
ぶ
と
い
わ
れ
る

随
筆

『坂
尻
」
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
信
長

の
博
識
が
単
な
る
尚
古
趣
味
か
ら
き
た
も
の
で
は
な
い
こ
と

は
、
つ
ぎ
の

『塩
尻
』
（巻
九
六
）
の
記
事
に
う
か
が
え
ま
す
。

今
日
、
城
祉
や
古
戦
場
に
遊
び
、
懐
古
の
思
い
に
ひ
た
る

の
み
で
は
い
け
な
い
。
武
士
た
る
も
の
、
勝
敗
の
理
や
城

構
え
の
是
非
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
囲
内
の
地

理

・
交
通
に
通
じ
て
置
く
の
が
、
務
士
の
勤
め
で
あ
る
。

要
害
と
な
る
べ
き
山
野
を
、
代
官
な
ど
が
考
え
も
な
く
田

畑
に
開
墾
し
て
し
ま
う
の
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
初
代
藩

主
徳
川
義
直

（敬
公
）
が
「
軍
書
合
鑑
」
を
著
述
し
、
三

代
藩
主
綱
誠

（誠
公
）
が
「
尾
張
風
土
記
」
の
編
纂
を
志

し
た
の
も
、
日
ご
ろ
か
ら
武
備
を
心
が
け
て
い
ら
し
た
か

ら
で
あ
る
。

（

原
文
を
要
約
）

当
時
の
新
田
開
発
の
盛
行
に
、
天
野
信
長
が
批
判
的
な
点

は
興
味
深
い
で
す
が
、
要
す
る
に
武
士
の
本
分
は
軍
事
に
あ

る
こ
と
か
ら
、
城
山
虻
や
古
戦
場
の
研
究
が
勧
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
古
城
記
や
合
戦
記
は
、
同
時
代

史
料
の
乏
し
い
古
城
や
合
戦
を
解
明
す
る
た
め
に
は
欠
か
せ

な
い
貴
重
な
補
足
史
料
と
な
り
ま
す
が
、
当
初
武
士
た
ち
が

箪
事
研
究

（当
時
は
「
兵
学
」
と
い
い
ま
し
た
）
の
参
考
に

す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
も
少
く
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。尾

張
圏
内
に
は
、
桶
狭
間
の
戦

（一

五
六

O
年
）
や
、
小

牧

・
長
久
手
の
戦

（一

五
八
四
年
）
を
は
じ
め
と
し
た
合
戦

が
数
多
く
戦
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
清
須

（洲
）
城
や
小
牧

城
を
は
じ
め
、
大
小
の
古
城
が
多
数
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
く
に
、
長
久
手
の
戦
は
、
徳
川
家
康
が
長
久
手

（愛
知

郡
長
久
手
町
付
近
）
で
秀
吉
方
に
完
勝
し
た
合
戦
で
あ
り
、

尾
張
藩
で
は
、
家
康
の
遺
徳
を
顕
彰
す
る
意
味
も
あ
っ
て、

小
牧

・
長
久
手
関
係
の
古
戦
場
は
格
別
に
保
護
さ
れ
た
よ
う

で
す
。
名
古
屋
城
下
に
住
む
藩
士
た
ち
で
、
そ
の
古
戦
場
で

の
見
聞
を
記
録
し
た
り
、
合
戦
の
経
緯
を
考
察
す
る
も
の
は

少
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
重
臣
竹
腰
正
武
（

一
七
五
九
年

没
）
の
家
臣
小
池
儀
右
衛
門
は
、
長
久
手
の
古
戦
場
を

一
O

O
回
以
上
も
訪
れ
、
つ
い
に
は
古
戦
場
の
立
体
模
型
を
作
り

上
げ
た
と
い
う
話
を
、
藩
士
で
長
沼
流
兵
学
者
近
松
茂
矩
が

伝
え
て
い
ま
す
。
（
『
昔
附
」
＝
ニ
）
。

し
た
が

っ
て
、
蓬
左
文
庫
に
も
小
牧

・
長
久
手
の
戦
に
関

す
る
合
戦
記
が
、
他
の
合
戦
記
に
抜
き
ん
で
て
数
多
く
所
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
。

尾
張
国
内
に
あ
る
古
城
に
つ
い
て
も
当
時
の
人
々
の
関
心

は
高
か

っ
た
よ
う
で
す
。
数
あ
る
古
城
記
の
中
で
も
、
長
坂

政
賢
著

・
天
野
信
景
補
校
の

『尾
州
古
城
志
』
は
、
後
世
の
古

城
記
や
地
誌
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
（
三
頁
写
真
）
。

同
替
は
、
現
地
調
査
を
せ
ず
に
文
献
か
ら
編
集
さ
れ
た
た
め
、

記
載
内
容
に
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
後

人
が
現
地
調
査
や
他
文
献
か
ら
の
補
足
を
加
え
た
諸
写
本
は

数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
古
城
や
古
戦
場
に
関
す
る
記
事
は
、
天
野
信
長
が

「
尾
張
風
土
記
」
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
期
に

編
纂
さ
れ
た
地
誌
の
記
載
項
目
の

一
つ
で
あ
り
、
「張
州
府
志
』

や

『尾
張
志
』
な
ど
の
記
事
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
尾
張
の
古
城
や
合
戦
に
関
す
る
古
城
記

・
合
戦
記
を
主

に
、
江
戸
時
代
以
前
の
合
戦
記
な
ど
も
加
え
て
、
蓬
左
文
庫

所
蔵
の
古
城
記

・
合
戦
記
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
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天
下
人
と
尾
張
武
士

「
藩
士
名
寄
」
に
み
る
吉
田
主
水
家
政
の
軌
跡

吉
田
主
水
家
政
は
、
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康

と
い
う
天
下
人
に
相
次
い
で
仕
え
た
、
尾
張
出
身
の
武
士
で

あ
る
。
吉
田
氏
は
、
宇
多
源
氏
佐
々
木
氏
の
末
流
と
称
し
、

近
江
か
ら
尾
張
中
島
郡
高
御
堂
村
（
稲
沢
市
高
御
堂
町
付
近
）

に
移
住
し
て
き
た
と
伝
え
る
。

吉
田
主
水
家
政
の
実
名
は
、
尾
張
務
士
の
系
譜
集
で
あ
る

『士
林
一
山
川
」
（
一
七
四
七
年
成
立
）
で
は
「
定
政
」
と
も
伝
え
、

江
戸
幕
府
が
編
纂
し
た
大
名

・
旗
本
諸
家
の
系
譜
集
で
あ
る

『覚
、
氷
諸
家
系
図
伝
』
（
一
六
四
三
年
完
成
）
は
「
家
隆
」
と
あ

る
が
、
本
杭
で
は
「
藩
士
名
寄
」
（
後
述
）
の
伝
え
る
「
家
政
」

と
し
て
お
き
た
い
。
家
伝
に
よ
れ
ば
、
家
政
は
究
、
水
二
年
（

一

六
二
五
）
七
月
七
日
に
八
人
才
で
死
去
し
た
と
伝
え
ら
れ
る

の
で
、
天
文
七
年
（

一
五
三
人
）
の
生
ま
れ
と
な
る
。
信
長

よ
り
四
つ
年
下
で
、
戦
国
末

・
織
豊
期
の
激
動
を
生
き
抜
い

た
こ
と
に
な
る
。

吉
田
家
政
の
前
半
生
（
関
ヶ
原
戦
ま
で
）

吉
田
家
政
の
事
績
を
、
尾
張
滞
士
の
系
譜

・
履
歴
の
集
成
で

あ
る
「
務
士
名
寄
」
（
蓬
左
文
庫
目
録
番
号

一
四

一
｜
ニ
）
か

ら
紹
介
す
る
。
同
書
の
第
五
六
冊
の
「
よ
ノ
六
家
諸
」
の

部
に
、
吉
田
主
水
嘉
隆
（
知
行
高
五

O
O石
）
が
提
出
し
た

文
化
九
年
（

一
八
一二）

八
月
付
の
系
譜
（
七
頁
写
真
）
が

綴
ら
れ
て
い
る
。『十一
林
浜
川
』
や

『究
、
水
諸
家
系
図
伝
』
に

比
べ
て
成
立
が
新
し
い
が
、
本
書
の
家
政
の
記
事
は
最
も
内

容
が
詳
し
い
の
で
、
検
討
材
料
を
多
く
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

家

政

主

水

正

初

名

右

京

進

織
田
信
長
公
江
仕
、
奥
小
性
役
相
勤
、
尾
州
中
島
郡

高
御
堂
村
之
内
永
楽
弐
百
弐
拾
八
賞
七
百
文
拝
領
仕

信
長
公
生
害
之
後
、
信
雄
公
江
仕
、
知
行
如
故
拝
領

仕
、
右
御
黒
印
今
以
所
持
仕
候
、
其
後
秀
吉
公
江
仕
、

江
州
愛
知
郡
白
一
向
河
村
之
内
知
行
弐
百
三
拾
石
被
下
置

御
朱
印
今
以
所
持
仕
候
、
右
相
勤
候
内
朝
鮮
御
陣
之

節
肥
州
名
護
屋
迄
御
供
仕
、
其
後

東
照
宮
江
安
藤
帯
刀
を
以
被

召
出
、
先
祖
之
旧
知
高
御
堂
村
之
内
知
行
弐
百
五
拾

壱
石
九
升
五
合
諸
役
御
免
許
二
而
被
下
置
、
駿
府
江

相
勤
、
大
坂
両
度
之
御
陣
枠
五
兵
衛
北
ハ
御
供
仕
、
及

老
年
候
付
、
奉
願
隠
居
被

仰
付
高
御
堂
村
二
罷
在
知
行
其
侭
被
下
世
、

一
、
究
永
二
年
丑
七
月
七
日
行
年
八
拾
八
歳
二
而
死
去
、

一
、
右
諸
役
御
免
許
二
而

御
朱
印
拝
領
仕
候
年
月
日
不
相
知
、

（
後
略
）

吉
田
家
政
は
、
祖
父
家
久
、
父
家
次
と
と
も
に
、
織
田
信

長
に
仕
え
た
と
伝
え
る
が
、
残
念
な
が
ら
具
体
的
な
活
動
は

明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
天
正
十
年
（

一
五
八
二）

九
月

に
作
成
さ
れ
た
万
徳
寺
寺
領
帳
（
稲
沢
市
長
野
万
徳
寺
所
蔵
）

に
、
「
た
か
ミ
と
う
吉
田
水
主
殿
」
（
水
主
は
主
水
の
誤
記

か
）
と
み
え
る
の
で
、
す
で
に
信
長
の
代
に
同
家
は
高
御
堂

を
知
行
し
て
お
り
、
本
能
寺
の
変
後
に
尾
張
を
支
配
す
る
こ

と
に
な
っ
た
信
長
二
男
信
般
に
仕
え
た
と
推
定
さ
れ
る
。
家

伝
で
は
、
父
家
次
が
文
禄
三
年
（

一
五
九
四
）
十
二
月
十
日

死
去
と
伝
え
る
の
み
で
、
家
政
が
何
時
に
父
か
ら
家
督
を
継

承
し
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
告
の
記
事
で

は
、
信
雄
か
ら
領
地
を
与
え
ら
れ
た
の
は
家
政
本
人
と
し
て

い
る
の
で
、
天
正
十
年
（

一
五
八
二）

の
本
能
寺
の
変
以
降

の
、
吉
田
主
水
家
の
当
主
は
家
政
と
考
え
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
吉
田
主
水
家
政
の
領
地
、
「
尾
州
中
島
郡
高
御
堂

村
之
内
、
永
楽
弐
百
弐
拾
入
賞
七
百
文
」
は
、
本
能
寺
の
変

後
に
「
信
雌
公
に
仕
え
、
知
行
故
の
如
く
拝
領
仕
り
、
右
御

里
一
…
印
今
以
て
所
持
仕
り
候
」
と
あ
る
の
で
、
織
田
信
雄
の
黒

印
状
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
化
九
年
（

一

八

一二）

当
時
に
所
持
し
て
い
た
黒
印
状
を
根
拠
に
吉
田
嘉

隆
が
記
載
し
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
記
事
は
信
頼
で
き
よ
う
。

「
藩
士
名
寄
」
の
記
事
に
は
織
田
信
雄
黒
印
状
の
日
付
が

記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
天
正
十
三
年
当
時
の
信
雄
家
臣
団

の
知
行
内
容
を
記
載
し
た

『織
田
信
雄
分
限
帳
』
で
は
、
吉

田
主
水
家
政
は
高
御
堂
で

一
三

O
貰
の
領
地
を
知
行
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
天
正
十
四
年
の
検
地
後
の
、
信
雄
に
よ
る

領
地
給
与
で
は
、
知
行
高
が

『分
限
帳
』
段
階
よ
り
大
幅
に

増
加
し
て
お
り
、
領
地
ご
と
に
詳
細
な
高
の
把
握
が
進
め
ら

れ
て

一
貫
（
一

O
O
O文
）
未
満
の
文
単
位
ま
で
細
か
く
表

示
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
と
さ
れ
る
（
『
新
修
稲
沢
市
史
』
）
。

同
じ
く
高
御
堂
の
吉
田
氏
の

一
族
、
吉
田
平
内
が
、
天
正
十

四
年
七
月
二
三
日
付
信
雄
黒
印
状
に
よ
っ
て
、
伊
勢
員
部

郡
宇
野
四
五
貰
か
ら
、
高
御
堂
之
内

一
O
O貰
に
知
行
替
え

に
な

っ
て
い
る
こ
と
も
参
考
に
な
る
（
『士
林
浜
川
」）
。
し
た

が
っ
て
、
家
政
宛
の
信
雄
黒
印
状
も
天
正
十
四
年
七
月
の
も

の
と
推
定
し
て
も
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

さ
ら
に
、
天
正
十
八
年
に
織
田
信
雄
が
改
易
に
な
る
と
、

家
政
は
秀
吉
に
仕
え
る
こ
と
に
な
り
、
「
江
州
愛
知
郡
島
河
村

之
内
知
行
弐
百
三
拾
石
下
し
置
か
れ
、
御
朱
印
今
以
て
所
持

仕
り
候
」
と
あ
る
。
同
族
吉
田
平
内
も
天
正
十
九
年
四
月
二

一一一
日
付
で

一
O
O石
を
給
与
さ
れ
て
い
る
（
『士
林
浜
川
』
）
。

実
際
に
、
吉
田
主
水
家
政
は
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
正

月
に
、
秀
吉
の
使
者
と
し
て
、
鵬
狩
の
件
に
つ
い
て
関
白
秀

次
へ
・申
し
伝
え
て
い
る
（
『駒
井
日
記
』
）
。
ま
た
、
家
政
が

秀
吉
に
供
奉
し
て
肥
前
名
護
屋
ま
で
参
陣
し
た
こ
と
は
、
他

の
史
料
に
も
み
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
吉
田
家
政
の
前

半
生
に
つ
い
て
、
「
藩
士
名
寄
」
の
記
事
は
、
家
伝
文
書
に

拠
っ
て
ほ
ぼ
信
頼
で
き
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

6 

「松
平
忠
吉
分
限
帳
』
に
み
え
な
い
？

し
か
し
、
吉
田
家
政
が
、
徳
川
家
康
（
東
照
宮
）
に
仕
え



た
の
は
、
附
ヶ
原
の
戦

ご

六

O
O）
の
前
か
、
後
か
が
明
確

で
は
な
い
。
ま
た
、
高
御
堂
村
二
五

一
石
余
の
領
地
を
給
与

さ
れ
た
朱
印
状
の
拝
領
年
月
日
は
不
明
と
い
う
。
朱
印
状
に

は
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
朱
印
状

そ
の
も
の
が
伝
存
し
て
い
な
い
の
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、

二

五

一
石
余
の
領
地
高
は
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
半

生
に
比
べ
て
家
政
の
後
半
生
の
記
事
は
不
審
な
点
が
多
い
。

確
実
な
の
は
、
尾
張
市
須
城
主
松
平
忠
吉
の
家
臣
団
を
－記

載
し
た
分
限
帳
類
に
、
土
門
田
主
水
家
政
の
名
が
み
え
な
い
こ

と
で
あ
る
。
同
族
吉
田
平
内
は
、
「
忠
士
円
分
限
帳
」
に
鵬
匠
衆

と
し
て
名
が
挙
が
っ
て
お
り
、
慶
長
六
年

ご

六

O
こ

六

月
二
五
日
付
忠
吉
朱
印
状
（
高
御
堂
二
O
O石
給
与
）
と
同

十

一
年
五
月
二
四
日
付
同
朱
印
状
（
加
増

一
O
O石
）
も
伝

存
し
て
い
る
（
『上
林
訴
川
』）。

士門田
主
水
家
政
が
、
関
ヶ
原
戦
後
に
尾
張
を
領
有
し
た
松

平
忠
士
円
に
は
仕
え
ず
、
「
務
士
名
寄
」
の
記
事
の
よ
う
に
、

忠
士
円
の
父
徳
川
家
康
に
仕
え
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。

鵬
狩
の
特
技
に
よ

っ
て
秀
有
に
仕
え
て
い
た
家
政
は
、
関
ケ

原
戦
後
に
、
や
は
り
脱
狩
の
愛
好
者
で
あ
る
家
康
に
呼
ば
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
高
御
堂
村
二
五

一
石
余
の
領
地
は
、
文
禄

四
年

（一

五
九
五
）
八
月
の
秀
吉
朱
印
状
で
認
め
ら
れ
た
も

の
で
、
家
康
も
そ
の
ま
ま
認
め
た
と
推
測
さ
れ
る
。
お
そ
ら

く
吉
田
主
水
家
に
は
家
康
朱
印
状
は
伝
存
せ
ず
、
秀
吉
朱
印

状
の
み
が
伝
存
し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
家
政
の
後
半
生
の

記
事
の
あ
い
ま
い
さ
も
納
得
で
き
よ
う
。
実
際
に
は
家
康
朱

印
状
は
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
後
世
の
家
伝
で
家
康
と
の
親

密
な
関
係
を
強
調
す
る
た
め
に
伝
承
さ
れ
た
可
能
性
も
な
い

と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
元
和
六
年
（

一
六
二
O
）
九
月

一
日
付
徳
川
義

直
黒
印
状
で
、
吉
田
主
水
家
政
は
高
御
堂
二
五

一
石
九
升
五

合
を
、
そ
の
子
五
兵
衛
家
澄
は
高
御
堂
二
四

O
石
を
含
め
た

三
O
O石
を
給
与
さ
れ
た
（
「
淑
敬
様
御
黒
印
写
」
）
が
、
家

伝
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
慶
長
十
二
年
に
松
平
忠
吉
が

病
死
し
た
の
ち
、
弟
九
男
義
直
が
甲
府
城
主
か
ら
市
須
城
主

に
転
封
と
な
り
、
初
代
尾
張
務
主
と
な

っ
た
。
元
和
六
年
九

月
の
黒
印
状
は
、
義
直
が
藩
主
と
し
て
家
臣
に
初
め
て

一
斉

に
出
し
た
領
地
給
与
の
文
書
で
あ
る
の
で
、
吉
田
家
政
父
子

は
こ
の
時
ま
で
に
義
直
に
出
仕
し
て
い
た
と
い
え
る
。
お
そ

ら
く
家
康
の
死
去
（

一
六

二
ハ
）
を
契
機
に
、
家
政
と
長
男

家
澄
は
故
郷
尾
張
に
も
ど

っ
て
尾
張
務
士
と
な
り
、
残
っ
た

二
男
多
右
衛
門
種
久
が
将
軍
秀
忠
に
仕
え
る
こ
と
と
な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

土
門
田
主
水
家
政
が
、
尾
張
高
御
堂
の
本
領
を
保
ち
な
が
ら
、

立
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
に
仕
え
た
と
の
推
定
は
注
目
さ
れ
る
。

天
下
人
秀
吉
は
、
尾
張
を
直
轄
地
化
す
る
と
と
も
に
、
尾
張

出
身
の
直
臣
（
尾
張
衆
）
を
配
置
し
た
。
要
地
尾
張
を
掌
握

し
、
信
頼
で
き
る
有
能
な
家
臣
を
統

一
政
権
に
確
保
す
る
た

め
で
あ
る
。
そ
の

一
人
土
門
国
家
政
を
引
き
続
き
刑
い
る
こ
と

で
、
家
康
は
秀
吉
の
政
策
を
部
分
的
に
継
承
し
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
市
須
城
主
松
平
忠
士
円
に
と

っ
て
、
領
囲
内
に

家
康
の
直
臣
領
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
領
凶
支
配
に
閲
し
て

家
肢
が
介
入
す
る
可
能
性
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
領
国
支
配
の
過
渡
的
状
況
は
、
家
康
没

後
に
開
始
さ
れ
た
尾
張
藩
主
徳
川
義
直
の
統
治
に
よ
っ
て
初

め
て
解
消
さ
れ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

吉
田
主
水
家
と
同
じ
く
鷹
狩
の
特
技
を
持
つ
赤
林
掃
部
家

に

い

や

は
、
尾
張
海
束
郡
新
屋

（海
部
郡
甚
目
寺
町
）
を
本
領
と
し
、

秀
士
n
・
家
康
に
仕
え
た
の
ち
尾
張
務
士
と
な

っ
た
と
い
う
同

様
な
家
伝
を
「
務
士
名
谷
」
は
記
載
す
る
。
し
か
し
、
掃
部

父
子
は
、
「忠
士
円
分
限
帳
』

に
名
が
あ
り
、
領
地
給
与
の
忠

吉
朱
印
状
も
伝
存
す
る
の
で
、
忠
士
口
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。
忠
士
口
没
後
に
家
康
に
仕
え
た
可
能
性
も
な
い

と
は
い
え
な
い
が
、
吉
田
主
水
家
の
家
伝
に
後
世
影
響
さ
れ

た
と
推
測
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
忠
吉
分
限
帳
」

に
名

が
み
え
る
か
、
み
え
な
い
か
が
検
討
の
結
果
を
左
右
し
た
と

い
え
よ
う
。

（

下
村
信
仰
）
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名
古
屋
城
二
の
丸
御
殿
北
庭
の
、
江
戸
時
代
初
期
の
様
子

を
描
い
た
大
型
絵
図
で
あ
る
。
天
守
閣
の
あ
る
本
丸
の
東
南

方
に
、
広
大
な
二
の
丸
が
あ
り
、
名
古
屋
城
築
城
時
に
は
、

初
代
藩
主
徳
川
義
直
の
停
役
、
平
岩
親
吉

（一

五
回
二
｜

一

六

一一）

の
屋
敷
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
の
ち
名
古
屋
に

移
っ
て
き
た
、
義
直
生
母
の
相
応
院

（お
亀
の
方
）
の
た
め

の
御
殿
が
二
の
丸
に
設
け
ら
れ
、
元
和
六
年

（一

六
二
O
）

に
は
義
直
も
本
丸
か
ら
移
っ
て
、
二
の
丸
御
殿
が
帯
主
の
日

常
の
住
居
、
そ
し
て
尾
張
藩
の
務
庁
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

二
の
丸
御
殿
内
の
南
西
側
が
、
政
務
や
儀
式
が
お
こ
な
わ

れ
る
「
民
」
で
あ
り
、
そ
の
北
側
に
滞
主
の
住
居
で
あ
る
「
中

奥
」
が
あ
り
、
東
側
が
務
主
の
妻
女
の
住
む

「奥
」
と
な
っ

て
い
た
。
「
中
奥
」
に
は
、
藩
主
の
居
間
で
あ
る
「
御
座
之
問
」

が
あ
っ
て
、
そ
の
北
側
に
面
す
る
庭
園
を
描
い
て
い
る
の
が

本
図
で
あ
る
。

極
彩
色
を
も
っ
て
一
木

一
石
が
細
密
に
描
か
れ
て
い
る
。

大
名
の
庭
園
は
全
国
各
地
に
残
っ
て
い
る
が
、
江
戸
初
期
城

郭
庭
園
の
様
子
を
描
い
た
作
例
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
庭

園
史
上
で
も
貴
重
な
史
料
と
さ
れ
る
。

．絵図のいろいろ （表紙口絵解説）

中御座之閏北御庭惣絵

江戸時代前期写 248×413cm 

（部分 －金声玉振閣）

こ
の
庭
園
は
、
初
代
滞
主
義
直
の
代
に
造
営
さ
れ
た
。
江

戸
幕
府
の
儒
学
者
林
羅
山

（一

五
八
三
｜

一
六
五
七
）
は
、

寛
永
六
年

（一

六
二
九
）
に
名
古
屋
を
訪
れ
、

二
の
丸
の
内

に
、
孔
子
の
金
像
な
ど
を
杷
っ
た
聖
堂
が
あ
り
、
そ
の
傍
ら

に
一
O
O
O部
の
書
籍
を
納
め
た
文
庫
が
あ
っ
た
こ
と
を
自記

し
て
い
る
。

本
図
に
は
、
徳
川
義
直
建
立
の
聖
堂
と
み
ら
れ
る
、
八
角

形
の
「
金
声
玉
振
閣
」
や
、
池
の
中
島
に
立
つ
四
達
堂
な
ど
、

中
国
風
の
建
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
義
直
の
儒
教
尊
崇
が
反

映
さ
れ
た
庭
園
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
石
組
み
や

樹
木
の
配
置
、
埋
み
門

（地
下
道
）
の
用
意
な
ど
に
防
衛
的

要
素
が
う
か
が
わ
れ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。

こ
う
し
た
特
色
の
あ
る
庭
園
も
、
一
O
代
務
主
徳
川
斉
朝

（一

七
九
三
｜

一
八
五

O
）
が
二
の
丸
御
殿
を
改
築
し
た
際
に

大
改
造
さ
れ
て
、
茶
席
な
ど
を
多
く
配
置
し
た
、
典
型
的
な

回
遊
式
庭
園
に
変
わ

っ
て
し
ま
う
。
明
治
維
新
後
に
庭
園
は

兵
営
と
な
り
、戦
後
、名
古
屋
市
に
よ

っ
て
復
原
作
業
が
進
み
、

昭
和
四
二
年

（一

九
六
七
）
以
来
、
国
指
定
の
名
勝
「
名
古
屋

城
二
之
丸
庭
園
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
本
図
は
、
近
年
の
補
修
に
よ

っ
て
、
良
好
な
状

態
を
保
て
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。

a
’
「
遜
左
」
伺
号
の
訂
正

平
成
十

一
年
四
月
発
行
「
遂
左
」
印
号
七
頁
「
蓬
左
文

庫
蔵
雑
賀
重
良
氏
旧
蔵
狂
歌
資
料
」
（
石
川
了
氏
）
の
級

終
行
に
左
記
の

一
行
が
欠
落
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

訂
正
い
た
し
ま
す
。

（
一
行
追
加
）（

大
妻
女
子
大
学
教
授
）

－
当
文
庫
で
は
所
蔵
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
を
漸

次
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
た
び
「
維
新
関
係
資
料
」

の
う
ち
資
料
番
号
お
・
幻
の
部
分
の
作
成
を
終
了
し
ま

し
た
。
資
料
状
態
の
悪
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
紙
焼
本

も
作
成
中
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
下
さ
い
。

午前9時30分～午後 51待

毎月H程日、第3金l履日

祝日 （日限、月H程のいずれかに重なる場合は、日明

開館、月、火休館）

特別経理期間 （2週!Ill)
年末 －年始 （12月28日～1月4日）

館内のみ。館外貸し出しはいたしません。

閲 覧 時間 閉架図也午前 91時30分～121時

午後 l時～5時

ll目梨図也： 午前9時30分～午後5時

保存上支障のないものについて、マイクロフィルム

複写などの方法により行います。

電話 ・郵便による申込みも可。

取扱い時間 午前91時30分～12時午後l時～5時

所蔵資料のうち30件程度を｜即時展示。テーマ、期

間、回数は、年度により異なります。

開館時間

休館日

覧

複写サービス

展 万三

閲

名古屋市蓬左文庫

干461-0023 名古屋市東区徳川町1001番地

TEL ( 052) 935 -2173 

4砂交 通

名古屋駅、栄より

市バス（基幹パス 2番）・名鉄パス（「本地ヶ原方面J行）

「新出来」下車、徒歩5分
大曽根より

J R中央線「大曽根j下車、南口より徒歩10分
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